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こばと保育園 運営方針 

 

保育目標 

  １ 健康な子ども 

  ２ 自然に親しむ子ども 

  ３ 創造性のある子ども 

 

 ３つの柱を基本に 子どもの人権への配慮、性別による役割 

分業意識を植えつけない配慮、身体的 精神的苦痛を与える 

ことの禁止、守秘義務の徹底を行う。 
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対象疾患 出席停止期間の基準 書類

エボラ出血熱 治癒するまで 治癒証明書

急性灰白髄炎（ポリオ） 治癒するまで 治癒証明書

重症急性呼吸器症候群 治癒するまで 治癒証明書

新型コロナウイルス感染症 発症後５日、かつ　解熱後３日が経過するまで 専用の登園届

インフルエンザ 発症後５日、かつ　解熱後３日が経過するまで 専用の登園届

百日咳 特有の咳が消失するまで 治癒証明書

麻しん（はしか） 解熱した後　３日を経過するまで 治癒証明書

流行性耳下腺炎
　　　（おたふくかぜ）

耳下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ
全身状態がよいこと

治癒証明書

風疹 発疹が消失するまで 治癒証明書

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 治癒証明書

咽頭結膜炎（プール熱） 主要症状が消失した後　２日を経過するまで 治癒証明書

結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで 治癒証明書

流行性角結膜炎 医師が感染の恐れがないと認めるまで 登園届

急性出血性結膜炎 医師が感染の恐れがないと認めるまで 登園届

溶連菌感染症
発熱などの主要症状が消退し、抗生剤使用開始
後 ２４時間経過している

登園届

手足口病
発熱や口腔内の水泡，潰瘍の影響がなく
普段の食事がとれる

登園届

伝染性紅斑（りんご病） 全身状態がよいこと 登園届

ヘルパンギーナ
発熱や口腔内の水泡，潰瘍の影響がなく
普段の食事がとれる

登園届

マイコプラズマ感染症 発熱や激しい咳が治まっている 登園届

感染性胃腸炎
　流行性嘔吐下痢症

下痢・嘔吐症状が治まり２４時間以上経過して
いること、かつ　普段の食事がとれる

登園届

帯状疱疹 すべての発疹が痂皮化するまで 登園届

突発性発疹 解熱後２４時間以上経過し　全身状態がよいこと 登園届

ＲＳウイルス感染症 発熱、呼吸器症状が消失し　全身状態がよいこと 登園届

感染症と出席停止の基準と提出書類

第１種

第２種
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